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役員報酬の減額、社員給与の減額及び従業員の夏季賞与の不支給に関するお知らせ 

 

当社は、役員報酬の減額、社員給与の減額を実施し、従業員の夏季賞与を不支給とすることを決定 

致しましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

１．役員報酬の減額について 

（１） 実施する理由 

新型コロナウイルスの影響による業績悪化の状況に鑑み、役員報酬を減額することを決定しており

ます。 

（２） 役員報酬の減額の内容 

対象者 ：会長  月額報酬の50％を減額 

社長  月額報酬の50％を減額 

常勤取締役 月額報酬の30％を減額 

社外取締役 月額報酬の20％を減額 

常勤監査役 月額報酬の30％を減額 

社外監査役 月額報酬の20％を減額 

対象期間：2020年５月～７月まで（３ヶ月間） 

 

２．社員給与の減額及び夏季賞与の不支給について 

（１）実施する理由 

当社は、利益重視の経営を掲げ、コスト削減のための施策を行ってまいりましたが、新型コロナウ

イルスの影響が深刻化し、非常事態宣言が発出され、売上の大幅な減少となっております。また休業

や時間を短縮しての営業となっている店舗が出てきていることから、かかる施策だけでは不十分な

状況となっております。このことから、従業員の雇用と稼働の適正化を図るため、社員給与を削減す

ることと、従業員に対する夏季賞与は不支給とすることを、労働組合と協議の上、以下の通り、決定

致しました。 

 

（２）社員給与の減額の内容 

減額内容：月額給与の20％ 

対象期間：2020年５月～７月まで（３ヶ月間） 

 

（３）従業員に対する夏季賞与について 

従業員に対する夏季賞与は、不支給とする予定です。 

 

３．資金繰りについて 

現在取引先金融機関と追加の資金調達の協議が順調に進んでおり、当社の資金繰りの状況につい

て、現時点で懸念点はございません。 

以 上 


